
公 印 省 略 

２０２６０３２４中第６号 

公 取 企 第 ４ ８ 号 

令 和 ８ 年 ３ 月 ２ ７ 日 

関係事業者団体代表者 殿 

経 済 産 業 大 臣 

公正取引委員会委員長 

中東情勢の変化等による原材料価格・エネルギーコストの上昇を踏

まえた適切な価格転嫁等に関する中小受託事業者に対する配慮につ

いて 

現在、中東情勢の変化による影響もあり、原油価格が高騰しています。昨年来、

米国の関税措置や特定国によるレアメタル・レアアースの輸出管理の厳格化など、

国際情勢の変化が原材料価格に影響を与えている中で、今般の原油価格の高騰の

影響も加わり、原材料価格やエネルギーコストが広範に上昇することによって、

とりわけ中小企業・小規模事業者の収益が圧迫されることが強く懸念されていま

す。 

かかる状況下においても、中小企業・小規模事業者が賃上げを継続できる環境

を整備するため、官民を挙げて推進してきたサプライチェーン全体での適切な価

格転嫁や取引適正化の取組が阻害されることのないよう、貴団体におかれまして

は、団体所属の委託事業者等に対し、下記の事項について周知徹底を図るなど、

適切な措置を講じていただくよう、要請いたします。 



記 

１．取適法・振興法の遵守、サプライチェーン全体での取引適正化 

中小受託事業者と委託事業者との取引については、本年１月１日に施行され

た中小受託取引適正化法（製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支

払の遅延等の防止に関する法律（昭和３１年法律第１２０号）。以下「取適法」

という。）において、協議に応じない一方的な代金決定を禁止するほか、通常支

払われる対価に比べ著しく低い代金を不当に定める「買いたたき」や、有償支

給原材料等の代金を支払日より早く支払わせることなどを禁止しています。 

 また、受託中小企業振興法（昭和４５年法律第１４５号。以下「振興法」と

いう。）第３条に基づく「振興基準」においても、「取引対価は、合理的な算定

方式に基づき、中小受託事業者の適正な利益を含み、中小受託事業者における

賃金の引上げ、労働時間の短縮等の労働条件の改善が可能となるよう、委託事

業者及び中小受託事業者が十分に協議して決定するもの」とされています。 

 これらを踏まえ、中小受託事業者から価格交渉の申出があった場合には、積

極的に応じ、原材料価格、エネルギーコスト、労務費等の上昇分を考慮した上

で、十分に協議を行い、取引対価を決定するなど、適切な価格決定を行ってく

ださい。特に、直近で急激に価格が上昇している原材料・エネルギー等を使用

して製品等を製造している事業者に対しては、当該原材料・エネルギー等の価

格上昇分を取引対価に反映するため、通常の価格改定の時期を待たずに積極的

に協議を行うなど、特段の配慮をいただきますよう、お願いいたします。 

 さらに、独占禁止法（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭

和２２年法律第５４号））では、取引の対価の一方的な決定や、不当な減額、支

払遅延など、取引上の優越的地位を利用して、正常な商慣習に照らして不当に

不利益を与える行為を禁止しています。 

取適法や振興法、独占禁止法の趣旨を踏まえ、原油をはじめとする、原材料・

エネルギー等の世界的な供給不安定化や価格上昇が危惧される中においても、

中小企業・小規模事業者が賃上げを継続できる環境を整備するため、取適法の

対象取引に限らず、サプライチェーン全体での価格転嫁・取引適正化に取り組

んでいただきますよう、お願いいたします。

２．相談窓口・資金繰り支援の周知 

中小企業庁では、昨今の国際情勢や原油価格高騰などにより影響を受ける中

小企業・小規模事業者を支援するため、全国約１,０００箇所に「中東・ウクラ

イナ情勢・原油価格上昇等に関する特別相談窓口」を設置しています（参考１

参照）。 

 また、日本政策金融公庫等によるセーフティネット貸付（経営環境変化対応

資金）において、原油価格高騰をはじめとする原材料価格・エネルギーコスト

の上昇による影響を受けており、一定の要件を満たす事業者に対して、金利の

引下げを実施しています（参考２参照）。 

 さらに、中小企業庁では、企業間の取引全般に関する相談について弁護士等

の無料相談などで対応する「取引かけこみ寺」を全国４８か所に設置し、各種



の相談対応を行っています（参考３参照）。また、公正取引委員会では、「買い

たたき」を含む取適法の解釈に関する相談を受け付ける「不当なしわ寄せに関

する取適法の相談窓口」を設置し、相談を受け付けています（参考４参照）。 

 これらの取組について、会員企業をはじめとする関係事業者に広く周知をい

ただきますよう、お願いいたします。 

３．取引適正化に係る調査への協力 

（１）中小企業庁による調査

中小企業庁は、毎年３月、９月に設定した「価格交渉促進月間」のフォロー

アップとして、本年４月から、中小企業３０万社へのアンケート調査や、取引

Ｇメンによるヒアリングを実施します。当該調査結果は、業種別に集計し公表

するとともに、発注者ごとに価格交渉・価格転嫁等の状況を整理した「発注者

リスト」を公表します。また、状況が芳しくない事業者に対しては、振興法第

４条に基づく指導・助言、勧奨を実施しています（参考５参照）。

 本件調査は、取引先との関係について、実情を国にお伝えいただく貴重な機

会ですので、アンケート票が届いた中小企業におかれては、ぜひ積極的に御回

答いただきますよう、御協力をお願いいたします。 

（２）公正取引委員会による調査

公正取引委員会は、毎年、「価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査」を実

施し、令和７年度は令和７年１２月にその結果を公表したところです（参考６

参照）。当該調査では、価格転嫁を妨げていることが疑われる等の発注者に対

し、立入調査の実施や注意喚起文書の送付を行ってきたほか、相当数の取引先

について協議を経ない取引対価の据置き等が確認された場合には、事業者名を

公表してきました。当該調査については、令和８年度においても引き続き実施

する予定です。 

 本調査は、価格転嫁を推進する上で事業者の皆様からの情報が非常に重要で

あるところ、アンケート票が届いた事業者におかれては、ぜひ積極的に御解答

いただきますよう、御協力をお願いいたします。 

４．違反行為に関する情報提供 

公正取引委員会及び中小企業庁は、「買いたたき」などの違反行為を行って

いる委託事業者に関する情報を中小受託事業者が匿名で提供できる「違反行為

情報提供フォーム」を通じて、広範に情報を受け付けています（参考７参照）。

法違反が懸念される取引の状況については、積極的に情報を提供いただきます

よう、お願いいたします。 

 公正取引委員会は、関係省庁と緊密に連携しつつ、中小受託事業者等から寄

せられる情報も活用し、執行強化の取組を進め、取適法及び独占禁止法違反行

為に対して厳正に対処していくこととしています。これらの取組についても、

会員企業をはじめとする関係事業者に広く周知をいただきますよう、お願いい

たします。 

以上 



【参考１】中東・ウクライナ情勢・原油価格上昇等に関する特別相談窓口 

https://www.meti.go.jp/press/2025/03/20260323004/20260323004.html 

【参考２】日本政策金融公庫等によるセーフティネット貸付 

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/07_keieisien_m_t.html 

【参考３】取引かけこみ寺 

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/kakekomi.html 

【参考４】不当なしわ寄せに関する取適法の相談窓口 

https://www.jftc.go.jp/soudan/soudan/shitauke.html 

【参考５】「価格交渉促進月間」の取組及び調査結果 

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/follow-up/index.html 

【参考６】「令和７年度価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査」の結果 

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/dec/251215_tokubetsuchousa.

kekka.honbun.html 

【参考７】違反行為情報提供フォーム 

公正取引委員会 

https://www.jftc.go.jp/soudan/jyohoteikyo/kaitataki.html 

中小企業庁 

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/law_daikin.html 

https://www.meti.go.jp/press/2025/03/20260323004/20260323004.html
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/07_keieisien_m_t.html
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/kakekomi.html
https://www.jftc.go.jp/soudan/soudan/shitauke.html
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/follow-up/index.html
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/dec/251215_tokubetsuchousa.kekka.honbun.html
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/dec/251215_tokubetsuchousa.kekka.honbun.html
https://www.jftc.go.jp/soudan/jyohoteikyo/kaitataki.html
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/law_daikin.html


経済産業省 

公 印 省 略 

２０２６０３２５中第４号

令 和 ８ 年 ３ 月 ２ ７ 日

 各府省庁等の長 殿 

経済産業大臣 

中東情勢の変化等による原材料価格・エネルギーコストの上昇を 

踏まえた官公需契約における配慮について 

現在、中東情勢の変化による影響もあり、原油価格が高騰しています。昨年

来、米国の関税措置や特定国によるレアメタル・レアアースの輸出管理の厳格化

など、国際情勢の変化が原材料価格に影響を与えている中で、今般の原油価格の

高騰の影響も加わり、原材料価格やエネルギーコストが広範に上昇することによ

って、とりわけ中小企業・小規模事業者の収益が圧迫されることが強く懸念され

ています。 

現下の状況を踏まえ、貴職におかれましては、官公需についての中小企業者

の受注の確保に関する法律（昭和４１年法律第９７号）第４条の規定に基づき、

令和７年４月２２日に閣議決定された「令和７年度中小企業者に関する国等の契

約の基本方針」（５）労務費、原材料費、エネルギーコスト等の上昇への対応の

記載を踏まえ、下記の１．に記載した事項について遺漏なく対応するとともに、

地方支分部局を含む関係部局及び所管する独立行政法人等（衆議院、参議院、最

高裁判所、会計検査院及びデジタル庁を除く。）にも、周知徹底されるよう要請

します。併せて、２．に記載した事項について、必要に応じて事業者へ広く情報

提供頂けますようお願いいたします。 

記 

１．令和７年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針を踏まえた対応 

① 国等は、公共工事の発注に当たっては、労務費、原材料費、エネルギー

コスト等の実勢価格を反映した適正な請負代金の設定や適正な工期の確保

について、契約後の状況に応じた必要な契約変更の実施も含め、適切に対

応するものとする。

 特に、労務費、原材料費、エネルギーコスト等の上昇時における請負代

金額の変更の的確な実施のため、あらかじめ、当該変更についての条項を

契約に適切に設定するとともに、当該条項の運用基準を策定しておくもの

とする。 

 さらに、発注者である国等は、主要な資材の供給の著しい減少、資材の

価格の高騰等の事象が発生した場合において、受注者から請負契約の内容



の変更について協議の申出があった際には誠実に応じなければならない。

なお、この場合における誠実な協議については、例えば、予算の不足や過

去の変更契約実績がないことを理由に協議に応じないことがないように留

意する。 

② 国等は、物件及び役務の契約の途中で、労務費、原材料費、エネルギー

コスト等の実勢価格に変化が生じた場合には、契約金額を変更する必要が

あるか否かについて検討し、契約変更の実施も含め、適切に対応するもの

とする。

 また、受注者から労務費、原材料費、エネルギーコスト等の上昇に伴う

契約金額の変更について申出があった場合にはその可否について迅速かつ

適切に協議を行うものとし、その旨の条項をあらかじめ契約に入れるな

ど、受注者からの申出が円滑に行われるよう配慮するものとする。 

③ 上記①、②の対応に当たっては、経済財政運営と改革の基本方針２０２

３（令和５年６月１６日閣議決定）において、原材料費やエネルギーコス

トの適切なコスト増加分の全額転嫁を目指し、取引適正化を推進すること

とされていることや、労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針

（令和５年１１月２９日策定、令和８年１月 1 日改正。以下「労務費の指

針」という。）の趣旨を最大限に考慮するものとする。

また、価格交渉促進月間のフォローアップ調査において、国等が調査対

象であると明示されたことを踏まえて、受注者から発注者として価格転嫁

の状況を評価される立場であることを留意し、公共工事においては、コス

ト増加分の転嫁を行う条項を契約に適切に設定し、複数年度にわたる物件

及び役務の契約においては、「労務費の指針」を参考にして発注者として

行動し国等から少なくとも年に 1 回以上の協議を行うように努めることと

する。さらに、価格交渉の際には、直接の契約先だけでなく、再委託先を

含めて適切に請負代金を設定するよう配慮することとする。

２．相談対応・資金繰り支援の周知 

中小企業庁では、昨今の国際情勢や原油価格高騰などにより影響を受ける

中小企業・小規模事業者を支援するため、全国約１，０００箇所に「中東・

ウクライナ情勢・原油価格上昇等に関する特別相談窓口」を設置している

（参考１参照）。 

また、企業間の取引全般に関する相談について弁護士等の無料相談などで

対応する「取引かけこみ寺」を全国４８か所に設置し、各種の相談対応を行

っている（参考２参照）。 

中小企業・小規模事業者から相談があった場合に、必要に応じこれらにつ

いて周知を行うこと。 

【参考１】中東・ウクライナ情勢・原油価格上昇等に関する特別相談窓口 

https://www.meti.go.jp/press/2025/03/20260323004/20260323004.html 

【参考２】取引かけこみ寺 

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/kakekomi.html 



※発出先： 

衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長、内閣総理大臣、 

デ ジ タ ル 大 臣 、 復 興 大 臣 、 総 務 大 臣 、 法 務 大 臣 、 外 務 大 臣 、 財 務 大 臣 、 

文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、 

環境大臣、防衛大臣 



経済産業省

公 印 省 略 

２０２６０３２５中第４号

令和８年３月２７日 

 各都道府県知事 殿 

経済産業大臣 

中東情勢の変化等による原材料価格・エネルギーコストの上昇を 

踏まえた官公需契約における配慮について 

現在、中東情勢の変化による影響もあり、原油価格が高騰しています。昨年

来、米国の関税措置や特定国によるレアメタル・レアアースの輸出管理の厳格化

など、国際情勢の変化が原材料価格に影響を与えている中で、今般の原油価格の

高騰の影響も加わり、原材料価格やエネルギーコストが広範に上昇することによ

って、とりわけ中小企業・小規模事業者の収益が圧迫されることが強く懸念され

ています。 

官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律（昭和４１年法律第

９７号）第８条では、地方公共団体は、国の施策に準じ、中小企業の受注機会を

確保するために必要な施策を講ずるよう努めることとされており、かねてから格

別の配慮を頂いているところであります。 

現下の状況を踏まえ、貴職におかれましては、令和７年４月２２日に閣議決

定された「令和７年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針」（５）労務

費、原材料費、エネルギーコスト等の上昇への対応の記載を踏まえ、下記の事項

について、引き続き格別の配慮をお願いします。併せて、貴都道府県内の市区町

村に対しても周知徹底されるよう要請します。 

記 

１．令和７年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針を踏まえた対応 

① 公共工事の発注に当たっては、労務費、原材料費、エネルギーコスト等

の実勢価格を反映した適正な請負代金の設定や適正な工期の確保につい

て、契約後の状況に応じた必要な契約変更の実施も含め、適切に対応する

ものとする。

 特に、労務費、原材料費、エネルギーコスト等の上昇時における請負代

金額の変更の的確な実施のため、あらかじめ、当該変更についての条項を

契約に適切に設定するとともに、当該条項の運用基準を策定しておくもの

とする。 

 さらに、発注者は、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰

等の事象が発生した場合において、受注者から請負契約の内容の変更につ



いて協議の申出があった際には誠実に応じなければならない。なお、この

場合における誠実な協議については、例えば、予算の不足や過去の変更契

約実績がないことを理由に協議に応じないことがないように留意する。 

② 物件及び役務の契約の途中で、労務費、原材料費、エネルギーコスト等

の実勢価格に変化が生じた場合には、契約金額を変更する必要があるか否

かについて検討し、重点支援地方交付金の活用や契約変更の実施も含め、

適切に対応するものとする。

 また、受注者から労務費、原材料費、エネルギーコスト等の上昇に伴う

契約金額の変更について申出があった場合にはその可否について迅速かつ

適切に協議を行うものとし、その旨の条項をあらかじめ契約に入れるな

ど、受注者からの申出が円滑に行われるよう配慮するものとする。 

③ 上記①、②の対応に当たっては、経済財政運営と改革の基本方針２０２

３（令和５年６月１６日閣議決定）において、原材料費やエネルギーコス

トの適切なコスト増加分の全額転嫁を目指し、取引適正化を推進すること

とされていることや、労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針

（令和５年１１月２９日策定、令和８年１月１日改正。以下「労務費の指

針」という。）の趣旨を最大限に考慮するものとする。

また、価格交渉促進月間のフォローアップ調査において、官公需が調査

対象であると明示されたことを踏まえて、受注者から発注者として価格転

嫁の状況を評価される立場であることを留意し、公共工事においては、コ

スト増加分の転嫁を行う条項を契約に適切に設定し、複数年度にわたる物

件及び役務の契約においては、「労務費の指針」を参考にして発注者とし

て行動し発注者から少なくとも年に 1 回以上の協議を行うように努めるこ

ととする。さらに、価格交渉の際には、直接の契約先だけでなく、再委託

先を含めて適切に請負代金を設定するよう配慮することとする。

２．相談対応・資金繰り支援の周知 

中小企業庁では、昨今の国際情勢や原油価格高騰などにより影響を受ける

中小企業・小規模事業者を支援するため、全国約１，０００箇所に「中東・

ウクライナ情勢・原油価格上昇等に関する特別相談窓口」を設置している

（参考１参照）。 

また、企業間の取引全般に関する相談について弁護士等の無料相談などで

対応する「取引かけこみ寺」を全国４８か所に設置し、各種の相談対応を行

っている（参考２参照）。 

中小企業・小規模事業者から相談があった場合に、必要に応じこれらにつ

いて周知すること。 

【参考１】中東・ウクライナ情勢・原油価格上昇等に関する特別相談窓口 

https://www.meti.go.jp/press/2025/03/20260323004/20260323004.html 

【参考２】取引かけこみ寺 

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/kakekomi.html 
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